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(57)【要約】
【課題】ケース上面からカバー開閉中心を規定するヒン
ジ軸を突出させることなく、カバーの開き角度を大きく
できるプリンターのカバー開閉機構を提案すること。
【解決手段】プリンター３のプリンター本体ケース１１
の上面１２に形成した上面開口部１３は開閉式のカバー
１６によって封鎖されている。カバー１６をヒンジ軸３
２を中心として開閉させるカバー開閉構造においては、
カバー１６のヒンジ側端部５４をヒンジ軸３２の上側に
沿って配置し、ヒンジ側端部５４に連続して下側に窪ん
でいる窪み部５５を形成してある。カバー１６を開くと
、そのヒンジ側端部５４がヒンジ軸３２を中心として回
動してヒンジ軸３２の下側に回り込み、窪み部５５がプ
リンター本体ケース１１の上側開口部１３の開口縁部１
３ａに対峙する。窪み部５５の窪み分だけカバー１６を
大きな開き角度で開けることができる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器本体ケースに形成した開口部を封鎖しているカバーを、前記機器本体ケースに取り
付けたヒンジ軸を中心として開閉させる電子機器のカバー開閉構造であって、
　前記ヒンジ軸は、前記開口部が形成されている前記機器本体ケースの外側表面に対して
前記電子機器の内部側に後退した位置に配置されており、
　前記カバーは、前記ヒンジ軸に直交する直交平面の方向に沿って見た場合に、前記ヒン
ジ軸を中心として回動可能なヒンジ側端部と、このヒンジ側端部に連続して前記機器本体
ケースの内部側に窪んでいる窪み部と、この窪み部に連続して延びているカバー本体部と
を備えており、
　前記ヒンジ側端部は、前記ヒンジ軸の前記外側表面の側の位置を、当該ヒンジ軸を超え
て前記外側表面に沿った方向に延びており、
　前記カバーを閉じた状態において前記ヒンジ側端部の端が対峙している前記開口部の開
口縁部が、前記カバーを全開にした状態においては、前記窪み部に対峙するようになって
いることを特徴とする電子機器のカバー開閉構造。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記カバーの前記ヒンジ側端部は、前記ヒンジ軸の中心線方向に沿って見た場合に、左
右対称の状態に形成された複数本の支持腕部分となっており、
　前記機器本体ケースには、前記支持腕部分のそれぞれが配置される切り欠き部分が形成
されていることを特徴とする電子機器のカバー開閉構造。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記カバーの前記窪み部には、当該窪み部の最深部から前記カバー本体部までの間の部
分に、外側表面形状が平坦な傾斜面となっている部分が形成されており、
　前記傾斜面は、前記電子機器の表示部を配置するための表示部配置面であることを特徴
とする電子機器のカバー開閉構造。
【請求項４】
　請求項１ないし３のうちのいずれかの項において、
　前記カバーを閉じ状態から全開状態まで回動した場合において、前記ヒンジ側端部から
前記窪み部の最深部までの部分が描く前記ヒンジ軸を中心とする回動軌跡の内側の部分が
、配線引き回し部分とされていることを特徴とする電子機器のカバー開閉構造。
【請求項５】
　プリンター本体ケースと、
　前記プリンター本体ケースに形成した開口部と、
　前記開口部を開閉するカバーとを有し、
　前記カバーの開閉構造は請求項１ないし４のうちのいずれかの項に記載のカバー開閉構
造であることを特徴とするプリンター。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記カバーは、前記プリンター本体ケースの上面に形成した開口部を封鎖しており、
　前記カバーを開けると、前記開口部を介して、記録媒体を搬送するための搬送路の少な
くとも一部分が開放状態になることを特徴とするプリンター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリンターなどの電子機器のカバー開閉構造に関し、特に、カバーの開き角
度を大きくするためのカバー開閉構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　電子機器、例えば、プリンターにおいては、そのプリンター本体ケースに開閉式のカバ
ーを取り付けて、内部の搬送路に記録媒体が詰まった場合などにおいてカバーを開けて対
応できるようにしている。また、記録媒体としてロール紙を用いるプリンターでは、プリ
ンター本体ケースにロール紙収納部を開閉するカバーを取り付け、カバーを開けてロール
紙の交換作業などを行うようにしている。特許文献１には、プリンターの本体ケースの上
面に、ヒンジ軸を中心として開閉する開閉式のカバーが取り付けられた構成が記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－３４８６０号公報、図３、図４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、特許文献１に開示のプリンターのように、本体ケースの上面に開閉式のカバー
が取り付けられている場合には、そのカバー開き角度が９０度程度に制限される。カバー
開き角度を大きくするためには、カバーの回動中心を規定しているヒンジ軸を、本体ケー
スの上面から上方に突出した位置に配置し、カバーが大きく開くまで本体ケースの上面に
カバーが当たらないようにする必要がある。しかしながら、このようなカバー開閉構造で
は、ヒンジ軸および、ここに連結されるカバー側の部分がケース本体の上面から上方に突
出しているので、電子機器の高さ寸法が増加するという問題点がある。また、外観デザイ
ンの観点からも、このような突出部分ができることが望ましくない場合もある。
【０００５】
　本発明の課題は、このような点に鑑みて、プリンターなどの外側表面からカバー開閉中
心を規定するヒンジ軸を突出させることなく、カバーの開き角度を大きくすることのでき
る電子機器のカバー開閉機構を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明は、機器本体ケースに形成した開口部を封鎖して
いるカバーを、前記機器本体ケースに取り付けたヒンジ軸を中心として開閉させる電子機
器のカバー開閉構造であって、
　前記ヒンジ軸は、前記開口部が形成されている前記機器本体ケースの外側表面に対して
前記電子機器の内部側に後退した位置に配置されており、
　前記カバーは、前記ヒンジ軸に直交する直交平面の方向に沿って見た場合に、前記ヒン
ジ軸を中心として回動可能なヒンジ側端部と、このヒンジ側端部に連続して前記機器本体
ケースの内部側に窪んでいる窪み部と、この窪み部に連続して延びているカバー本体部と
を備えており、
　前記ヒンジ側端部は、前記ヒンジ軸の前記外側表面の側の位置を、当該ヒンジ軸を超え
て前記外側表面に沿った方向に延びており、
　前記カバーを閉じた状態において前記ヒンジ側端部の端が対峙している前記開口部の開
口縁部が、前記カバーを全開にした状態においては、前記窪み部に対峙するようになって
いることを特徴としている。
【０００７】
　本発明のカバー開閉構造においては、カバーのヒンジ側端部をヒンジ軸に対して装置本
体ケースの外側表面の側に沿って配置し、このヒンジ端部に連続して装置本体内部の側に
窪んでいる窪み部を形成してある。カバーを開くと、そのヒンジ側端部はヒンジ軸を中心
として回動してヒンジ軸の内側（装置本体の内部側）に回り込み、窪み部が装置本体ケー
スの開口部の開口縁部に対峙する。窪み部が無い場合には、カバー開き角度が９０度を超
えた段階でカバーの外側表面が装置本体ケースの開口縁部に当たり、それ以上、カバーを
開けることができない。本発明では、カバーを開くと、その窪み部が装置本体ケースの開



(4) JP 2011-194577 A 2011.10.6

10

20

30

40

50

口縁部に対峙する状態になる。したがって、窪み部の窪み分だけ、カバーを広く開けるこ
とができる。
【０００８】
　ここで、カバーを開けると、そのヒンジ側端部はヒンジ軸を中心として回動してその内
側に回り込むので、カバーのヒンジ側端部の端が装置本体ケースの開口縁部から離れ、ヒ
ンジ側端部の端と開口縁部の間に隙間ができてしまう。隙間を少なくするためには、前記
カバーの前記ヒンジ側端部を、前記ヒンジ軸の中心線方向に沿って見た場合に、左右対称
の状態に形成された複数本、例えば２本の支持腕部分として形成し、前記機器本体ケース
には、前記支持腕部分のそれぞれが配置される切り欠き部分を形成しておくことが望まし
い。
【０００９】
　このようにすれば、支持腕部分が配置される切り欠き部分においてのみカバー開閉時に
隙間が一時的に形成される。よって、カバー開閉時に隙間から異物が内部に侵入すること
を抑制でき、カバー開閉時の外観品位の低下も抑制できる。
【００１０】
　また、本発明において、前記カバーの前記窪み部には、当該窪み部の最深部から前記カ
バー本体部までの間の部分に、外側表面形状が平坦な傾斜面となっている部分を形成し、
前記傾斜面を、前記電子機器の表示部を配置するための表示部配置面として用いることが
できる。
【００１１】
　このように、カバーの開き角度を大きくするためにカバーに設けた窪み部を表示部配置
面として利用すれば、装置本体ケースの部分に表示部配置面を形成する必要がない。また
、傾斜面を表示部配置面としているので、ここに配置した液晶画面などを操作者が視認し
やすいという利点もある。
【００１２】
　次に、本発明において、カバーのヒンジ側端部はヒンジ軸の外側に沿って延びているの
で、前記カバーを閉じ状態から全開状態まで回動した場合において、前記ヒンジ軸を中心
として前記ヒンジ側端部から前記窪み部の最深部までの範囲の部分が描く回動軌跡の内側
に、これらに干渉しない隙間ができる。この隙間を、装置本体ケースとカバーの間に引き
回す必要のある配線の引き回し部分として利用することができる。
【００１３】
　一方、本発明のプリンターは、プリンター本体ケースと、前記プリンター本体ケースに
形成した開口部と、前記開口部を開閉するカバーとを有し、前記カバーの開閉構造として
上記構成のカバー開閉構造を採用したことを特徴としている。
【００１４】
　ここで、前記カバーを、前記プリンター本体ケースの上面に形成した開口部を封鎖する
ためのカバーとし、当該カバーを開けると、前記開口部を介して、記録媒体を搬送するた
めの搬送路の少なくとも一部分を開放状態にすることができる。このようにすれば、プリ
ンター上面に、開き角度の大きなカバーを配置することができるので、搬送路に紙詰まり
などが発生した場合の回復作業が容易になる。また、プリンター上面からカバーのヒンジ
軸などが上方に突出していないので、プリンターの高さ寸法の増加も抑制でき、外観品位
も低下することがない。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のカバー開閉構造では、カバーのヒンジ側端部をヒンジ軸に対して装置本体ケー
スの外側表面の側に沿って配置し、このヒンジ側端部に連続して装置本体内部の側に後退
している窪み部を形成してある。カバーを開くと、そのヒンジ側端部がヒンジ軸を中心と
して回動してヒンジ軸の内側（装置本体の内部側）に回り込み、窪み部が装置本体ケース
の開口部の開口縁部に対峙する。したがって、窪み部の深さなどを適切に設定しておくこ
とにより、カバーを、例えば、１６０度以上の大きな開き角度で開閉できる。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明を適用したプリンターシステムの概略構成図である。
【図２】図１のプリンターを示す斜視図である。
【図３】図２のプリンターを、カバーを開けた状態で示す斜視図である。
【図４】図２のプリンターの内部構造を示す説明図である。
【図５】図２のプリンターのカバー開閉構造におけるカバー閉じ状態を示す説明図である
。
【図６】図５のカバー開閉構造におけるカバーが途中まで開いた状態を示す説明図である
。
【図７】図５のカバー開閉構造におけるカバー全開状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、図面を参照して本発明を適用したカバー開閉構造を備えたプリンターシステム
の実施の形態を説明する。
【００１８】
（プリンターシステム）
　図１は本実施の形態に係るプリンターシステムを示す概略構成図である。プリンターシ
ステム１は給紙装置２とプリンター３を備えている。給紙装置２は、プリンター３に着脱
可能に接続されるベース板４と、このベース板４に取り付けられている垂直支持板５と、
垂直支持板５の上端側の部位に水平に取り付けられているロール紙支軸６を備えている。
ロール紙支軸６には、その先端側からロール紙７が装着される。ロール紙支軸６の先端部
には、それに直交する方向にロール紙抜け止め用の抜け防止軸８が取り付けられている。
また、ロール紙支軸６の根元側にはロール紙幅調整用の円盤状のスペーサー９が着脱可能
に取り付けられており、幅の異なるロール紙を、図１において手前側の側端を基準として
装着可能となっている。
【００１９】
　ロール紙７は、例えば、空港などにおいて使用されるバゲッジタグ用のラベル用紙であ
り、一定幅の連続台紙に、その長さ方向に一定長さのラベルが貼り付けられた構成のラベ
ル用紙１０が巻き取られたものである。また、各ラベルの先頭部分には所定の情報が担持
されたＲＦＩＤタグが埋め込まれた構成となっている。なお、ベース板４を連続用紙の一
つであるファンフォールド紙のトレイとして利用することも可能である。この場合には、
給紙装置３を、ロール紙７およびファンフォールド紙の双方の給紙装置として用いること
ができる。
【００２０】
（プリンター）
　図２はプリンター３を示す斜視図であり、図３はカバーを開けた状態のプリンター３を
示す斜視図である。図１～図３を参照して説明すると、プリンター３は、全体として前後
に長い直方体形状をしたプリンター本体ケース１１を備えている。プリンター本体ケース
１１の上面１２（外側表面）は、一定幅の平坦な前側上面部分１２ａと、プリンター左側
の端に沿って前側上面部分１２ａから後端まで延びている一定幅の平坦な左側上面部分１
２ｂと、前側上面部分１２ａの後端縁から後方に向かって下方に湾曲して延びている傾斜
上面部分１２ｃとを備えている。図３から分かるように、この傾斜上面部分１２ｃと左側
上面部分１２ｂによって囲まれる部分が上面開口部１３となっている。また、プリンター
本体ケース１１の右側の側面１４は、上面開口部１３に繋がる側面開口部１５が形成され
ている。
【００２１】
　これら上面開口部１３および側面開口部１５は、開閉式のカバー１６によって開閉可能
となっている。カバー１６を開くと、図３に示すように、プリンター本体ケース１１の内
部に形成されている用紙搬送路の一部となっている用紙溜まり部１７が開放状態となり、
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プリンター上側およびプリンター右側からアクセス可能になる。
【００２２】
　開閉式のカバー１６は、そのプリンター前端側の部位を中心として、図２に示す閉じ位
置１６Ａから図３に示す全開位置１６Ｂまで開くことができる。例えば、１６０度程度の
開き角度で開閉可能である。カバー１６におけるプリンター後端の右側の角には操作レバ
ー１８が取り付けられており、操作レバー１８を操作することによりカバー１６のロック
（図示せず）が解除され、カバー１６を開けることが可能となっている。
【００２３】
　プリンター本体ケース１１の後端面１９と、カバー１６の開閉側の端部との間には、図
２から分かるように、用紙挿入口２０が形成されている。用紙挿入口２０の内側には、プ
リンター本体ケース１１の側に下側ガイドローラー２１が取り付けられており、カバー１
６の側には、これに対峙する状態で上側ガイドローラー２２が取り付けられている。プリ
ンター本体ケース１１の前端面２３には、図１から分かるように、その上下方向の中程の
位置に用紙排出口２４が形成されている。
【００２４】
　図４はプリンター３の内部機構を示す説明図である。プリンター３の内部機構には、プ
リンター本体ケース１１によって覆われている板金製の本体フレーム３０にプリンター構
成部品が搭載された構成となっている。本体フレーム３０には上方に突出した左右の支持
腕３１が形成されており、これらの支持腕３１の間にカバー開閉中心を規定しているヒン
ジ軸３２が架け渡されている。ヒンジ軸３２を介して本体フレーム３０に取り付けられて
いるカバー１６は、プラスチック製のカバーケース３３と、このカバーケース３３によっ
て覆われている板金製のカバーフレーム３４とを備えている。カバー１６は、ヒンジ軸３
２に取り付けた捩りバネ３５によって開き方向に付勢されている。
【００２５】
　プリンター内部においては、用紙溜まり部１７の前側の部位において、用紙挿入口２０
よりも下方の位置にテンションローラー３６が幅方向に架け渡されている。テンションロ
ーラー３６の前方には、上方に僅かに傾斜している上下の用紙ガイド３７、３８によって
規定される傾斜搬送路３９が形成されている。傾斜搬送路３９の前側には、前方に水平に
延びる水平搬送路４０が形成されており、水平搬送路４０の前端が用紙排出口２４に繋が
っている。傾斜搬送路３９と水平搬送路４０の間には、上側にサーマルヘッド４１が下向
きに配置されており、下側からは、サーマルヘッド４１の発熱面に押し付けられるプラテ
ンローラー４２が配置されている。また、水平搬送路４０における用紙排出口２４の近傍
位置には、オートカッター４３が配置されており、ラベル用紙１０などの連続紙を幅方向
に切断できるようになっている。
【００２６】
　ここで、上側ガイドローラー２２およびテンションローラー３６はカバーフレーム３４
の側に搭載されている。また、カバーフレーム３４の側に、ＲＦＩＤタグ読取用のアンテ
ナ４４および受信回路４５が搭載されており、ＲＦＩＤタグ付きのラベル用紙１０の印刷
時には、ＲＦＩＤタグとの間で無線通信を行って、担持情報の読取、それに基づく印刷制
御処理を行うことが可能となっている。
【００２７】
　図１、図４に示すように、給紙装置２から供給される記録紙、例えばラベル用紙１０は
、用紙挿入口２０から挿入され、上側ガイドローラー２２および下側ガイドローラー２１
の間から用紙溜まり部１７を通る搬送路に沿って用紙排出口２４から引き出される状態に
セットされる。すなわち、用紙挿入口２０から挿入されたラベル用紙１０は、上下のガイ
ドローラー２２、２１によって前方に向かって下側に傾斜する方向にガイドされ、下側に
位置しているテンションローラー３６に下側から架け渡された後に、傾斜搬送路３９に沿
ってサーマルヘッド４１とプラテンローラー４２の間、および水平搬送路４０を通って用
紙排出口２４から引き出された状態にセットされる。このようにセットされたラベル用紙
１０にサーマルヘッド４１により印刷が行われる。ラベル用紙１０が逆方向に搬送される
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場合には、それによって形成されるラベル用紙１０の弛み部分が用紙溜まり部１７に溜め
られる。
【００２８】
（カバー開閉構造）
　図５はカバー１６を大きな開き角度で開くためのカバー開閉構造を示す説明図であり、
ヒンジ軸３２によって支持されているカバー１６の部分を示してある。図６はカバー１６
を略９０度の途中まで開けた状態を示す説明図であり、図７はカバーを全開位置１６Ｂま
で開けた状態を示す説明図である。これらの図を主に参照してカバー開閉構造を説明する
。
【００２９】
　まず、カバー１６の開閉の中心を規定しているヒンジ軸３２は、用紙溜まり部１７の上
側開口部１３が形成されているプリンター本体ケース１１の上面部分１２ａ、１２ｂ（外
側表面）よりも下側の位置（プリンター内部の側に後退した位置）に配置されている。
【００３０】
　カバー１６のカバーケース３３は、基本的に、プリンター本体ケース１１の上面開口部
１３を封鎖しているカバー上板部分５１と、側面開口部１５を封鎖しているカバー右側板
部分５２と、カバー左側板部分５３とを備えている（図１～図３参照）。カバー上板部分
５１は、ヒンジ軸３２に直交する直交平面の方向に沿って見た場合に、ヒンジ軸３２を中
心として回動可能な状態で当該ヒンジ軸３２によって支持されているヒンジ側端部５４と
、このヒンジ側端部５４に連続してプリンター下側に窪んでいる窪み部５５と、この窪み
部５５に連続してプリンター後方に延びているカバー本体部５６とを備えている。
【００３１】
　カバーケース３３のヒンジ側端部５４は、ヒンジ軸３２の上側の位置、すなわちヒンジ
軸３２の上側の位置を、当該ヒンジ軸３２を超えてプリンター前方に向かって上面部分１
２ａ、１２ｂに沿った方向に延びている平板状の部分である。このヒンジ側端部５４に連
続する窪み部５５は、ヒンジ軸３２よりも下側（プリンター内部の側）に窪んだ最深部５
５ａを備え、この最深部５５ａを中心としてプリンター前側および後側の部分が逆方向に
傾斜した傾斜板部５５ｂ、５５ｃとなっている。プリンター後側の傾斜板部分５５ｃの上
面部分はプリンター本体ケース１１の左側上面部分１２ｂに一致する高さまで延びており
、ここから、プリンター後方に延びる平板状のカバー本体部５６に繋がっている。本例で
はカバー本体部５６の上面５６ａの全体がプリンター本体ケース１１の上面１２ｂに一致
している。
【００３２】
　ここで、図５に示すように、カバー１６の閉じ状態においては、そのヒンジ側端部５４
の端面５４ａがプリンター本体ケース１１の上側開口部１３の開口縁部１３ａに対峙して
いる。図７に示すように、カバー１６を全開にした状態においては、この開口縁部１３ａ
に、カバー１６の窪み部５５の最深部５５ａが略対峙するように、当該窪み部５５の位置
および形状が設定されている。
【００３３】
　この構成のカバー開閉構造においては、カバー１６のヒンジ側端部５４をヒンジ軸３２
に対してプリンター本体ケース１１の上面部分１２ａ、１２ｂの側において当該上面部分
に沿った方向に配置し、このヒンジ側端部５４に連続してプリンター内部に窪んでいる窪
み部５５を形成してある。カバー１６を開くと、図７に示すように、そのヒンジ側端部５
４はヒンジ軸３２を中心として回動してヒンジ軸３２の下側（プリンターの内部側）に回
り込み、窪み部５５がプリンター本体ケース１１の上側開口部１３の開口縁部１３ａに対
峙する。窪み部５５が無い場合には、カバー開き角度が９０度を超えた段階でカバー１６
がプリンター本体ケース１１の開口縁部１３ａに当たり、それ以上広くカバー１６を開け
ることができない。本例では、カバー１６を開くと、その窪み部５５がプリンター本体ケ
ース１１の開口縁部１３ａに対峙する状態になる。したがって、窪み部５５の窪み分だけ
、カバー１６を広く開けることができる。
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【００３４】
　ここで、カバー１６を開けると、例えば、図６から分かるように、そのヒンジ側端部５
４はヒンジ軸３２を中心として回動してその内側に回り込む。この結果、ヒンジ側端部５
４の端面５４ａがプリンター本体ケース１１の開口縁部１３ａから離れ、これらの間にヒ
ンジ軸３２の中心線の方向に延びる所定幅の隙間Ａができてしまう。
【００３５】
　本例では、隙間を少なくするために、図２から分かるように、カバー１６のヒンジ側端
部５４から、当該ヒンジ側端部５４に連続している窪み部５５における最深部５５ａの手
前の傾斜板部５５ｂまでの部分を、ヒンジ軸３２の中心線方向に沿って見た場合に、左右
対称の状態に形成された２本の支持腕部分５７、５８としてある。３本以上の支持腕部分
とすることも可能である。プリンター本体ケース１１の開口縁部分には、これらの支持腕
部分５７、５８が配置される矩形の切り欠き部分５９、６０を形成してある。また、カバ
ー１６を閉じた状態において、各支持腕部分５７、５８の表面形状とプリンター本体ケー
ス１１の開口縁部分の上面形状が一致するように、これらの形状が設定されている。
【００３６】
　したがって、支持腕部分５７、５８が配置される各切り欠き部分５９、６０においての
み、カバー開閉時に隙間が一時的に形成される。よって、カバー開閉時に隙間から異物が
内部に侵入することを抑制でき、カバー開閉時の外観品位の低下も抑制できる。
【００３７】
　次に、本例のカバー１６においては、図５に示すように、その窪み部５５における最深
部５５ａからプリンター後側に延びている傾斜板部５５ｃの表面を平坦な傾斜面５５ｄと
してある。この傾斜面５５ｄは、プリンター３の表示部を配置するための表示部配置面と
して利用することができる。例えば、液晶表示部を配置することができる。あるいは、プ
リンターの仕様、型番などの情報を印刷したラベルなどを貼り付けて情報を表示するため
の表示部配置面として利用することができる。傾斜面５５ｄはプリンター前方に向けて傾
斜しているので、プリンター前方においてプリンターを操作する操作者が表示部を見やす
いという利点がある。また、プリンター本体ケース１１の他の部分に傾斜面を設けて表示
部配置面を別途形成する必要がないという利点もある。
【００３８】
　また、図７に示すように、カバー１６のヒンジ側端部５４はヒンジ軸３２の上側に沿っ
てプリンター前方に延びているので、カバー１６を閉じ状態から全開状態まで回動した場
合において、ヒンジ軸３２を中心としてヒンジ側端部５４から窪み部５５の最深部５５ａ
までの範囲の部分が描く回動軌跡の内側に、これらに干渉しない隙間６２ができる。すな
わち、ヒンジ側端部５４は、一定の厚さの板部分の両側に一定幅のリブ６１が付いており
、リブ６１の幅を半径とする隙間がヒンジ軸３２を中心として形成される。したがって、
この部分に沿ってプリンター本体側からカバー側に引き回す必要のある配線を配置すれば
、カバー１６の開閉に干渉されずに、これらの間に配線することができる。
【００３９】
（その他の実施の形態）
　上記の実施の形態は本発明をプリンターのカバーに適用した例であるが、本発明は、プ
リンター以外の電子機器の開口部を開閉するためのカバーの開閉構造として適用可能であ
る。特に本発明のカバー開閉構造は、電子機器の上面に形成された開口部を開閉するため
のカバーに適用すると、電子機器の高さ寸法を増加させることなく、カバーの開き角度を
大きくできるという利点が得られる。
【符号の説明】
【００４０】
１　プリンターシステム、２　給紙装置、３　プリンター、４　ベース板、５　垂直支持
板、６　ロール紙支軸、７　ロール紙、８　抜け防止軸、９　スペーサー、１０　ラベル
用紙、１１　プリンター本体ケース、１２　上面、１２ａ　前側上面部分、１２ｂ　左側
上面部分、１２ｃ　傾斜上面部分、１３　上面開口部、１３ａ　開口縁部、１４　側面、
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１５　側面開口部、１６　カバー、１７　用紙溜まり部、１８　操作レバー、１９　後端
面、２０　用紙挿入口、２１　下側ガイドローラー、２２　上側ガイドローラー、２３　
前端面、２４　用紙排出口、３０　本体フレーム、３１　支持腕、３２　ヒンジ軸、３３
　カバーケース、３４　カバーフレーム、３５　捩りバネ、３６　テンションローラー、
３７，３８　用紙ガイド、３９　傾斜搬送路、４０　水平搬送路、４１　サーマルヘッド
、４２　プラテンローラー、４３　オートカッター、５１　カバー上板部分、５２　カバ
ー右側板部分、５３　カバー左側板部分、５４　ヒンジ側端部、５４ａ　端面、５５　窪
み部、５５ａ　最深部、５５ｂ　傾斜板部、５５ｃ　傾斜板部、５５ｄ　傾斜面、５６　
カバー本体部、５７，５８　支持腕部分、５９，６０　切り欠き部分、６１　リブ、６２
　配線用の隙間

【図１】 【図２】
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